
徳島県監査委員公表第５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第２項の規定に基づき、令和７年度

の行政監査を実施したので、その結果を同条第９項の規定により次のとおり公表する。 

  令和８年３月６日 

 

徳島県監査委員 鹿 山  公 弘    

同       大 西  康 生    

同       福 山  正 啓     

同        井 村   保 裕    

同       平 山  尚 道    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

令和７年度 

 

 

 

 

行政監査結果報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徳島県監査委員 



目     次 

 

 

第１ 行政監査の趣旨等 --------------------------------------------------    １ 

 

第２ 監査のテーマ及び選定理由 ------------------------------------------    １ 

 １ 監査のテーマ ------------------------------------------------------    １ 

 ２ 随意契約の概要 ----------------------------------------------------    １ 

 ３ 選定理由 ----------------------------------------------------------    １ 

 

第３ 監査の概要 --------------------------------------------------------    ２ 

 １ 対象契約 ----------------------------------------------------------    ２ 

 ２ 対象機関及び実施方法 ----------------------------------------------   ２ 

 ３ 対象年度 ----------------------------------------------------------   ４ 

 ４ 実施期間 ----------------------------------------------------------   ５ 

 ５ 着眼点 ------------------------------------------------------------   ５ 

 

第４ 本県の状況 --------------------------------------------------------   ５ 

 １ 契約方法ごとの件数・金額 ------------------------------------------    ５ 

 ２ 根拠法令別の件数 --------------------------------------------------    ６ 

 ３ 予定価格の算出根拠 ------------------------------------------------   ７ 

 ４ 継続事業の見直し状況 ----------------------------------------------   ８ 

 ５ 履行確認 ----------------------------------------------------------   ９ 

 

第５ 意見 --------------------------------------------------------------  １０ 

 １ 万代庁舎以外の機関 ------------------------------------------------  １０ 

 ２ 万代庁舎内の機関 --------------------------------------------------  ３０ 

 

第６ まとめ ------------------------------------------------------------ ６２ 

 １ 契約書の作成時期 --------------------------------------------------  ６２ 

 ２ 随意契約の適用 ----------------------------------------------------  ６３ 

 ３ 再委託 ------------------------------------------------------------  ６３ 

 ４ 完了検査 ----------------------------------------------------------  ６４ 

 ５ 予定価格の記載 ----------------------------------------------------  ６４ 

 ６ 総括 --------------------------------------------------------------  ６４ 

 

 

 

 



- 1 - 

 

第１ 行政監査の趣旨等 
行政監査は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第２項の規定に

基づき、一般行政事務について適正かつ効率的な運営を確保するため、合規性や正

確性はもとより、事業の経済性、効率性及び有効性並びに組織及び運営の合理性の

観点から行うものであり、徳島県監査基準（令和２年徳島県監査委員告示第１号）

に準拠して実施した。 

 

 

第２ 監査のテーマ及び選定理由 
１  監査のテーマ 

 随意契約事務について 

 

２  随意契約の概要 

    随意契約は、一般競争入札を原則とする自治体契約の例外の一つであり、地方公

共団体が競争の方法によらずに、任意に特定の相手方を選択して締結する契約方法

である。随意契約によることができるものとして、地方自治法施行令（昭和２２年

政令第１６号）第１６７条の２第１項及び地方公営企業法施行令（昭和２７年政令

第４０３号）第２１条の１３第１項は、それぞれ第１号から第９号までに該当する

場合に限定している。随意契約には「１者随意契約」と「競争見積りによる随意契

約（以下「見積合わせ」という。）」の２種類がある。 

１者随意契約は、契約の相手方となるべき者が１者しかいない場合や、予定価格

が少額の場合等に、特定の１者を選定し見積書を徴して契約する方式である。本県

では、「地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号に係る随意契約において ＜

一者随意契約＞とすることができる予定価格の基準について（平成１９年３月２２

日付け管第９４７号管財課長通知）」により、原則として１件の予定価格が１０万

円未満の契約を、１者随意契約が可能な少額の場合としている。 

見積合わせは、複数者から見積書を徴し、最も有利な見積書を提示した者と契約

を締結する方式である。本県では、徳島県契約事務規則（昭和３９年徳島県規則第

３９号）第３２条により、随意契約によろうとするときは、契約書案その他見積り

に必要な事項を示して、なるべく２人以上から見積書を提出させなければならない

としている。 

 

３  選定理由 

随意契約には、競争入札に比べ手続が簡略で、契約の内容を履行する能力等のあ

る者を確実に選定できるといったメリットがある一方で、「契約相手方が固定化し

受注機会が広く与えられない」、「業者選定の過程が不透明になる」等のデメリッ

トが生じる可能性も指摘されている。 

本県では、委託・修繕・物品購入・物品借入などで随意契約が行われているが、

その執行については、定期監査等において指摘が未だ無くならない状況である。 
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また、特に注視すべきは、令和５年度の観光関係業務において、公序良俗に反す

る不適切な物品を購入していたことが発覚したが、当該案件に係る住民監査請求で

の監査では、担当職員の不適正な会計処理により県が損害を被ったとし、知事に対

して措置を勧告する結果となった。対象となった事業は本来入札に付されるべきも

のであったが、随意契約により委託契約が締結されていたということである。 

こうした結果を受け、契約状況の全庁的な現状を把握し、随意契約に関する事務

手続が適正に行われているか確認を行い、今後の課題の検証に資することとした。 

 

 

第３  監査の概要 
１ 対象契約 

対象とする契約は、金額面での１件あたりの重要度を勘案し、監査対象年度内に

締結した「１００万円以上の随意契約」とし、このうち「公募型プロポーザル方式

による随意契約（以下「プロポーザルによる契約」という。）」及び「工事又は製

造の請負に係る契約（工事に付随する「測量及び試験費に係る契約」及び「用地及

び補償費に係る契約」を含む。）（以下「工事等に係る契約」という。）」は除く

こととした（以下「対象契約」という。）。 

     プロポーザルによる契約は、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規

定「その性質又は目的が競争入札に適さないとき（アイデア、企画、デザイン等を

必要とし、価格競争では成果を期待しにくい業務）」に該当する随意契約であり、

専門的な知識や技術を生かした企画提案に基づき、仕様を作成する方が優れた成果

を期待できる場合に実施するものである。参加者からの企画提案が選定委員会によ

り採点される選定方式となっていることや、選定結果が公表されることから、一定

の透明性と公平性が確保されていると判断し、これを対象外とした。 

    また、工事等に係る契約は、積み上げ方式等の積算により予定価格の適正性が確

保されていることや、原則入札で実施されており随意契約の事例が緊急時などに限

定されることから、これも対象外とした。 

 

２ 対象機関及び実施方法 

 随意契約を所管する機関が多いことから２か年での実施とし、監査に先立ち、令

和６年度は万代庁舎以外の全ての機関、令和７年度は万代庁舎内の全ての機関に調

査を実施した。 

調査の結果、１４３機関（うち万代庁舎以外６８機関、万代庁舎内７５機関）に

おいて対象契約の該当があり、集計の結果、９８９契約（うち万代庁舎以外の機関

４２７契約、万代庁舎内の機関５６２契約）であった。 

このうち、契約金額、契約相手方及び事業内容等から、４３機関（うち万代庁舎

以外１５機関、万代庁舎内２８機関）の１１３契約（うち万代庁舎以外の機関５４

契約、万代庁舎内の機関５９契約）を抽出し、個別監査を実施した（以下「個別監

査契約」という。）。 
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  対象契約数 機関別一覧 

表１ 

万代庁舎以外の機関

部局名 機関名 対象契約数

危機管理部 防災人材育成センター、動物愛護管理センター 8

企画総務部
自治研修センター、東部県税局（徳島庁舎）、東部県税局（吉
野川庁舎）、東部県税局（自動車税庁舎）

5

観光スポーツ文化部 文化の森振興センター、二十一世紀館 26

生活環境部 保健製薬環境センター 3

こども未来部 中央こども女性相談センター 4

保健福祉部
総合看護学校、東部保健福祉局（徳島庁舎）、東部保健福祉局
（徳島保健所庁舎）

7

経済産業部
工業技術センター、中央テクノスクール、南部テクノスクー
ル、西部テクノスクール、関西本部

11

農林水産部
農林水産総合技術支援センター経営研究課、農林水産総合技術
支援センター畜産研究課

9

県土整備部
阿南安芸自動車道用地推進センター、東部県土整備局（徳島庁
舎）

20

南部総合県民局
地域創生防災部（阿南庁舎）、保健福祉環境部（阿南庁舎）、
県土整備部（阿南庁舎）、県土整備部（那賀庁舎）、地域創生
防災部（美波庁舎）、保健福祉環境部（美波庁舎）

13

西部総合県民局
地域創生観光部（美馬庁舎）、県土整備部（美馬庁舎）、地域
創生観光部（三好庁舎）、保健福祉環境部（三好庁舎）、県土
整備部（三好庁舎）

9

病院局 中央病院、三好病院、海部病院 208

教育委員会

総合教育センター、城南高校、徳島科学技術高校、富岡東高
校、富岡西高校、阿南光高校、那賀高校、鳴門高校、鳴門渦潮
高校、板野高校、名西高校、穴吹高校、つるぎ高校、池田高
校、城ノ内中等教育学校、徳島視覚支援学校、板野支援学校、
国府支援学校、ひのみね支援学校、阿南支援学校、池田支援学
校

39

公安委員会
警察本部、徳島中央警察署、徳島名西警察署、徳島板野警察
署、鳴門警察署、小松島警察署、阿南警察署、牟岐警察署、阿
波吉野川警察署、美馬警察署、三好警察署

65

427合計
 

注１ 令和６年度当時の部局及び機関名での記載である。 

注２ 大西康生監査委員は、令和６年度に工業技術センターの事業に携わっていたため、地方自治法第１９９条 

の２の規定により同センターに係る監査は行っていない。 
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表２ 

万代庁舎内の機関

部局名 機関名 対象契約数

知事戦略局 11

危機管理部 危機管理政策課、防災対策推進課、消防保安課 19

企画総務部
政策企画課、法制監察課、職員厚生課、管財課、税務課、市町
村課、情報政策課

58

観光スポーツ文化部
にぎわい政策課、観光企画課、観光誘客課、万博推進課、ス
ポーツ振興課、文化振興課、文化資源活用課

46

生活環境部
生活環境政策課、労働雇用政策課、多文化共生・人権課、交通
政策課、消費者政策課、安全衛生課、サステナブル社会推進
課、環境指導課

37

こども未来部 子育て応援課、こども家庭支援課 16

保健福祉部
保健福祉政策課、地域共生推進課、医療政策課、健康寿命推進
課、感染症対策課、薬務課、長寿いきがい課、障がい福祉課

123

経済産業部
経済産業政策課、企業支援課、産業創生・大学連携課、産業人
材課

42

農林水産部

みどり戦略推進課、鳥獣対策・里山振興課、畜産振興課、林業
振興課、水産振興課、漁業管理調整課、農林水産総合技術支援
センター経営推進課、農山漁村振興課、生産基盤課、森林土
木・保全課

87

県土整備部
建設管理課、用地対策課、高規格道路課、道路整備課、都市計
画課、住宅課、営繕課、河川政策課、河川整備課、砂防防災
課、水環境整備課、港湾政策課

57

出納局 会計課 7

企業局 8

病院局 24

教育委員会
教育政策課、教育ＤＸ推進課、福利厚生課、高校教育課、人権
教育課、体育健康安全課、生涯学習課

21

人事委員会事務局 2

監査事務局 1

議会事務局 3

562合計
 

 

 

３ 対象年度 

 万代庁舎以外の機関 ： 令和５年度 

万代庁舎内の機関    ： 令和６年度 
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４ 実施期間 

 万代庁舎以外の機関 ： 令和６年８月から令和７年２月まで 

万代庁舎内の機関    ： 令和７年５月から令和８年２月まで 

 

５ 着眼点 

       次の項目を着眼点とした。 

（１）事務手続や業者選定は法令等に従って適正になされているか 

（２）業務の履行確認は適切に行われているか 

（３）継続事業の見直しは行われているか 

（４）過去の指摘事項等を所属全体で把握し、再発防止の取組が実施されて   

         いるか 

 

 

第４  本県の状況 
１ 契約方法ごとの件数・金額 

    監査に先立ち、令和６年度は万代庁舎以外の全ての機関、令和７年度は万代庁舎

内の全ての機関を対象に実施した調査において、監査対象年度内に締結した全ての

契約（「プロポーザルによる契約」及び「工事等に係る契約」を除き、契約書を作

成したものに限る。）の契約方法別の件数内訳及び契約金額は表３及び表４のとお

りであった。 

     件数では、万代庁舎以外の機関・万代庁舎内の機関ともに「１者随意契約」がそ

れぞれ５０パーセントを超えていた。 

契約金額では、万代庁舎以外の機関は「競争入札」が最も多く約３７パーセント

であり、万代庁舎内の機関は「１者随意契約」が最も多く約４６パーセントであっ

た。 

 

表３ 

  

万代庁舎以外の機関

契約方法 契約件数（件） 構成比（％） 契約金額合計（円） 構成比（％）

競争入札 693 20.90 2,507,633,417 37.60

随意契約（見積合わせ） 877 26.45 1,902,887,287 28.54

１者随意契約 1,745 52.62 2,243,652,384 33.64

その他 1 0.03 15,035,000 0.22

合計 3,316 100 6,669,208,088 100
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表４ 

  

万代庁舎内の機関

契約方法 契約件数（件） 構成比（％） 契約金額合計（円） 構成比（％）

競争入札 392 20.01 4,461,101,107 25.80

随意契約（見積合わせ） 224 11.44 3,879,783,263 22.43

１者随意契約 1,322 67.48 7,963,558,374 46.05

その他 21 1.07 987,271,744 5.72

合計 1,959 100 17,291,714,488 100
 

 

 

２ 根拠法令別の件数 

  地方自治法施行令第１６７条の２第１項及び地方公営企業法施行令第２１条の１

３第１項（令和６年４月１日付けの改正前は地方公営企業法施行令第２１条の１４

第１項）の、それぞれ第１号から第９号までの概要は次のとおりである。 

 

○１号 少額の場合の随意契約 

○２号 その性質又は目的が競争入札に適しないもの 

○３号 福祉施設等から契約事務規則で定める手続により物品等を調達する契約をす

るとき 

○４号 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定める

ところにより知事の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定

を受けた者から契約事務規則で定める手続により買い入れ若しくは借り入れ

る契約又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省

令で定めるところにより知事の認定を受けた者から契約事務規則で定める手

続により新役務の提供を受ける契約をするとき 

 ○５号 緊急の必要によるもの 

 ○６号 競争入札に付することが不利なもの 

 ○７号 著しく有利な価格で契約できる見込みのあるとき 

 ○８号 入札者又は落札者がないとき 

 ○９号 落札者が契約を締結しないとき 

 

  対象契約における根拠法令別の件数内訳は、表５及び表６のとおりであり、万代

庁舎以外の機関・万代庁舎内の機関ともに「２号」が最も多く、いずれも９０パー

セントを超えていた。 

  ２号とした理由については、万代庁舎以外の機関・万代庁舎内の機関ともに「専

門性を有している」、「取扱いが１者のみ」としているものが多く、当該２つの理

由が全体の８割以上を占めていた。 
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表５ 

万代庁舎以外の機関

根拠法令 契約件数（件） 構成比（％）

１号 17 3.98

２号 387 90.63

３号 4 0.94

４号 0 0.00

５号 4 0.94

６号 5 1.17

７号 2 0.47

８号 8 1.87

９号 0 0.00

合計 427 100
 

 

表６ 

  

万代庁舎内の機関

根拠法令 契約件数（件） 構成比（％）

１号 0 0.00

２号 541 96.61

３号 3 0.54

４号 0 0.00

５号 6 1.07

６号 4 0.71

７号 0 0.00

８号 6 1.07

９号 0 0.00

合計 560 100
 

注 対象契約の総数との差２件については、表６は「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を 

定める政令第１１条第１項」を根拠とする契約を含んでいないためである。 

 

 

３ 予定価格の算出根拠 

  対象契約における予定価格の算出根拠別の件数内訳は、表７及び表８のとおりで

あった。 
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万代庁舎以外の機関・万代庁舎内の機関ともに「契約相手方から徴した見積書の

価格で設定」が最も多く、それぞれ５０パーセントを超えていた。なお、この場合

の見積書は、事前に徴取した参考見積書を指している。 

「その他」については、「他県や他部署の価格を参考に設定した」、「国又は県

で定められた単価により算出した」等の内容が見られた。 

 

表７ 

万代庁舎以外の機関

予定価格の算出根拠 契約件数（件） 構成比（％）

契約相手方から徴した見積書の価格で設定 252 59.02

過去の実績を参考に設定 39 9.13

複数業者から見積書を徴した上で設定 27 6.32

法令、要綱等で積算基準が定められている 26 6.09

その他 83 19.44

合計 427 100
 

 

表８ 

万代庁舎内の機関

予定価格の算出根拠 契約件数（件） 構成比（％）

契約相手方から徴した見積書の価格で設定 375 66.73

過去の実績を参考に設定 39 6.94

複数業者から見積書を徴した上で設定 4 0.71

法令、要綱等で積算基準が定められている 37 6.58

その他 107 19.04

合計 562 100
 

 

４ 継続事業の見直し状況 

対象契約のうち、契約期間が単年度であって、同一業者と３年連続で契約を締結

している件数は次のとおりであった。 

対象契約全体に対する割合は、万代庁舎以外の機関・万代庁舎内の機関ともに 

６０パーセントを超えていた。 

 

契約件数（件） 全体比（％）

万代庁舎以外の機関 325件 76.11%

万代庁舎内の機関 384件 68.33%
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  このうち、事業効果や経済性の観点から事業自体の見直しや契約相手方の再検討

を実施した件数は表９及び表１０のとおりであった。 

  見直し等を実施した契約は、万代庁舎以外の機関・万代庁舎内の機関ともに２０

パーセントに満たなかった。 

 

表９ 

万代庁舎以外の機関

見直し等の有無 契約件数（件）

あり 50

なし 275

合計 325

     

 

表１０ 

 

万代庁舎内の機関

見直し等の有無 契約件数（件）

あり 48

なし 336

合計 384

     

 

 

５ 履行確認 

  対象契約を所管する機関に対し、業者選定から検査確認までにおける各手続の履

行確認の方法を確認したところ、主な方法は表１１及び表１２のとおりであった。

万代庁舎以外の機関・万代庁舎内の機関ともに「管理職や担当リーダー等が定期的

に確認している」が最も多く、５０パーセントを超えていた。 

なお、一部の機関からは、年度替わりの時期は締結済の契約の完了確認業務と新

年度の契約締結業務が膨大となるため、確認作業や進捗管理に苦慮しているという

声があった。 
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表１１ 

万代庁舎以外の機関

履行確認の方法 機関数 構成比（％）

管理職や担当リーダー等が定期的に確認している 36 52.94

担当ごとにToDoリスト等を作成し、進捗管理を行っている 16 23.53

その他 16 23.53

合計 68 100
  

 

表１２ 

万代庁舎内の機関

履行確認の方法 機関数 構成比（％）

管理職や担当リーダー等が定期的に確認している 52 69.34

担当ごとにToDoリスト等を作成し、進捗管理を行っている 15 20.00

その他 8 10.66

合計 75 100
 

 

 

第５ 意見 

   個別監査契約における各契約の概要と契約に対する意見は、次のとおりである。 

 

＜凡例＞ ※「第５ 意見」内でのみ適用 

  地方自治法      → 法 

  地方自治法施行令   → 自治令 

  地方公営企業法施行令 → 地公企令 

  徳島県契約事務規則  → 規則 

＜用語の定義＞ 

  公印使用日  公印管守責任者等の点検を経て、契約書に公印を押印した日 

 

１ 万代庁舎以外の機関 

 

（１）防災人材育成センター 

 

 ①自動制御システム保守点検業務 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：１，７６０，０００円 
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  契約年月日 ：令和５年４月１日 

  契約期間  ：令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：なし 

 

【意見等】 

 特になし 

 

 ②徳島県立防災センター展示装置等保守点検業務 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：２，２００，０００円 

  契約年月日 ：令和５年４月１日 

  契約期間  ：令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：あり 

 

【意見等】 

 特になし 

 

 ③地域防災力強化人材育成推進事業 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：７，２３１，０００円 

  契約年月日 ：令和５年４月１日 

  契約期間  ：令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：なし 

 

【意見等】 

 特になし 

 

（２）動物愛護管理センター 

 

 ①特殊機械設備保守点検業務 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：１，２８７，０００円 
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  契約年月日 ：令和５年４月１日 

  契約期間  ：令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：あり 

 

【意見等】 

 特になし 

 

 ②セラピ－犬等育成委託事業 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：２，３６０，０００円 

  契約年月日 ：令和５年４月１日 

  契約期間  ：令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：なし 

 

【意見等】 

 特になし 

 

 ③犬の登録原簿保守管理業務 

  支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：１，１８２，５００円 

  契約年月日 ：令和５年４月１日 

  契約期間  ：令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：なし 

 

【意見等】 

  特になし 

 

（３）東部県税局（徳島庁舎） 

 

 ①徳島合同庁舎警備業務 

  支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：１，２５８，７５２円 
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  契約年月日 ：令和５年４月１日 

  契約期間  ：令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第６号 

  再委託の有無：なし 

 

【意見等】 

 特になし 

 

（４）二十一世紀館 

 

 ①「アマ漁と海辺のくらし」映像制作業務 

  支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：５，８２８，９００円 

  契約年月日 ：令和５年６月９日 

  契約期間  ：令和５年６月９日から令和６年２月２９日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：あり 

 

【意見等】 

 特になし 

 

 ②徳島県立博物館常設展ガイドアプリ改修業務 

  支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：２，９９２，０００円 

  契約年月日 ：令和５年７月１９日 

  契約期間  ：令和５年７月２０日から令和６年１月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：あり 

 

【問題点】 

法第２３４条第５項は、普通地方公共団体が契約につき契約書を作成する場合におい

ては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに契約

書に記名押印しなければ契約は確定しない旨を定めている。 

本件委託業務を見るに、契約年月日は令和５年７月１９日であるが、電子決裁システ

ムに登録された公印使用日は、令和６年２月１１日となっており、契約を確定すること
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なく業務が実施され、契約期間が終了した日から１週間以上経過したのちに契約書に押

印がなされたことになる。 

この点、担当課からは、契約相手方の法務部門による審査及び文案調整に時間を要し、

両者押印が遅れたこと等が原因との説明があったが、契約が確定しないまま業務がなさ

れたことは不適正である。 

 

【意見１】 

  契約を確定することなく業務がなされ、業務完了後に契約書を作成し押印していた事

例が認められた。 

今後は、業務に着手する日までに契約を確定するべきである。 

 

 ③徳島県立博物館常設展示室照明増設業務 

  支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：１，１３９，６００円 

  契約年月日 ：令和５年１２月１５日 

  契約期間  ：令和５年１２月１５日から令和６年２月２９日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：あり 

 

【問題点】 

法第２３４条第５項は、普通地方公共団体が契約につき契約書を作成する場合におい

ては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに契約

書に記名押印しなければ契約は確定しない旨を定めている。 

本件委託業務を見るに、契約年月日は令和５年１２月１５日であるが、電子決裁シス

テムに登録された公印使用日は、令和６年２月２９日となっている。一方で、契約相手

方からは公印使用日と同日付けで業務完了報告書が提出されており、契約を確定するこ

となく業務が実施され、業務が完了した日と同日に契約書に押印がなされたことになる。 

この点、担当課からは、「②徳島県立博物館常設展ガイドアプリ改修業務」と同様に、

契約相手方の法務部門による審査及び文案調整に時間を要し、両者押印が遅れたこと等

が原因との説明があったが、契約が確定しないまま業務がなされたことは不適正である。 

 

【意見１再掲】 

  契約を確定することなく業務がなされ、業務完了後に契約書を作成し押印していた事

例が認められた。 

今後は、業務に着手する日までに契約を確定するべきである。 
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 ④徳島県文化の森総合公園情報提供システム運用維持業務 

  支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：３０，３５０，１００円 

  契約年月日 ：令和５年４月１日 

  契約期間  ：令和５年４月１日から令和６年１月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：あり 

 

【意見等】 

 特になし 

 

 ⑤徳島県文化の森総合公園情報提供システム運用維持業務 

  支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：６，０７０，９００円 

  契約年月日 ：令和５年１２月１日 

  契約期間  ：令和６年２月１日から同年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：あり 

 

【意見等】 

 特になし 

 

 ⑥ガスタービン発電設備保守点検業務 

  支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：７５３，５００円（年間） 

  契約年月日 ：令和５年４月１日 

  契約期間  ：令和５年４月１日から令和８年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：なし 

 

【意見等】 

 特になし 
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（５）保健製薬環境センター 

 

 ①大気汚染常時監視テレメータシステム保守管理業務 

  支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：３，１３１，７００円 

  契約年月日 ：令和５年４月１日 

  契約期間  ：令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：あり 

 

【意見等】 

 特になし 

 

 ②固定型モニタリングポスト、収集サーバー及び送信機パソコン保守点検業務 

  支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：１，７９３，０００円 

  契約年月日 ：令和５年４月１日 

  契約期間  ：令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：あり 

 

【意見等】 

 特になし 

 

 ③大気用ローボリュームエアサンプラー機器点検修理 

  支出科目 ：需用費 

  契約金額 ：１，０５１，１６０円 

  契約年月日：令和５年１０月１７日 

  契約期間 ：令和５年１０月１７日から令和６年３月２２日まで 

  根拠法令 ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

 

【意見等】 

 特になし 
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（６）総合看護学校 

 

 ①空調用自動制御機器保守点検業務 

  支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：２，０４６，０００円 

  契約年月日 ：令和６年３月２５日 

  契約期間  ：令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：なし 

 

【意見等】 

 特になし 

 

 ②冷温水機保守点検業務 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：３，０２９，４００円 

  契約年月日 ：令和６年３月２５日 

  契約期間  ：令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：なし 

 

【意見等】 

 特になし 

 

③臨地実習教育に係る実習委託業務 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：２，１３９，２８０円 

  契約年月日 ：令和５年４月３日 

  契約期間  ：令和５年４月３日から令和６年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：なし 

 

【意見等】 

 特になし 
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（７）工業技術センター 

 

 ①徳島県立工業技術センター庁舎警備業務 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：１，５２７，５６４円（年間） 

  契約年月日 ：令和５年４月１日 

  契約期間  ：令和５年４月１日から令和８年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第６号 

  再委託の有無：なし 

 

 【問題点】 

「「徳島県長期継続契約に関する条例」に係る事務の取扱いについて（令和５年５月

２６日付け管第１８７号管財課長通知）」によると、長期継続契約は契約期間が長期間

になるため、業務が効率的に行われているか、受託者にマンネリ化は生じていないかな

どの課題については、常に留意するよう示されている。 

また、同通知において、長期継続契約はやむを得ない場合を除いて原則競争入札によ

るものとも示されているが、本件委託業務は、「他業者が新たに設備機器を設置し警備

を行う場合は多額の費用がかかるものと考えられ経済的に不利となる」という理由で随

意契約を適用している。 

  担当課によると、平成３０年度の包括外部監査において「長期継続契約を前提とした

競争入札の可否を検討すべきである」との意見を受け、当該契約の１つ前に当たる令和

２年度から令和４年度分の契約締結の際は、複数業者から見積書を徴し、他事例を参考

に比較検討を行った上で、随意契約での長期継続契約としたとのことであった。しかし

ながら、今回の契約締結時には、前回契約の際に確認したという理由から、新たな検討

は行われなかった。このように、入札の検討自体が省略されることは適正ではない。 

 

 【意見２】 

  入札の可否の検討が行われていないにもかかわらず、自治令第１６７条の２第１項第

６号により随意契約を行っている事例が認められた。 

今後は契約締結の都度、入札の可否についての調査や検討を行うべきである。 

 

 ②異物洗浄・検査装置の自動化に関するプログラミング開発 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：２，１７８，０００円 

  契約年月日 ：令和５年１０月１０日 
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  契約期間  ：令和５年１０月１０日から令和６年２月２９日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：なし 

 

【意見等】 

 特になし 

 

 ③２波長ＬＥＤパネルの研究開発 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：２，４２０，０００円 

  契約年月日 ：令和５年１０月１０日 

  契約期間  ：令和５年１０月１０日から令和６年２月２９日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：なし 

 

【意見等】 

 特になし 

 

 ④空間認識処理プログラムの開発 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：３，３００，０００円 

  契約年月日 ：令和５年１０月１０日 

  契約期間  ：令和５年１０月１０日から令和６年２月２９日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：なし 

 

【意見等】 

 特になし 

 

 ⑤特定計量器定期検査及び計量証明検査に係る精度確認等委託業務 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：４，５３７，０５０円 

  契約年月日 ：令和５年４月２４日 

  契約期間  ：令和５年４月２４日から令和６年３月８日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 
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  再委託の有無：なし 

 

【意見等】 

 特になし 

 

（８）経営研究課 

 

 ①農業大学校勝浦庁舎ほ場管理業務 

支出科目   ：委託料 

  契約金額   ：１，９７８，０６８円 

  変更後契約金額：１，９５２，６３７円 

  契約年月日  ：令和５年５月２３日 

  変更契約年月日：令和６年３月１５日 

  契約期間   ：令和５年５月２３日から令和６年３月３１日まで 

  根拠法令   ：自治令第１６７条の２第１項第３号 

  再委託の有無 ：なし 

 

【意見等】 

 特になし 

 

 ②施設園芸アカデミー研修業務 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：３，８４７，８００円 

  契約年月日 ：令和５年６月２６日 

  契約期間  ：令和５年６月２６日から令和６年３月２１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：なし 

 

【意見等】 

 特になし 

 

 ③ニホンジカの林業被害対策実証業務 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：４，０２７，１００円 

  契約年月日 ：令和５年５月１０日 
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  契約期間  ：令和５年５月１０日から令和６年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：なし 

 

【意見等】 

 特になし 

 

 ④ＮＣアナライザー修繕業務 

支出科目 ：需用費 

  契約金額 ：１，６２１，６２０円 

  契約年月日：令和５年１２月２２日 

  契約期間 ：令和５年１２月２２日から令和６年２月９日まで 

  根拠法令 ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

 

【問題点】 

法第２３４条第５項は、普通地方公共団体が契約につき契約書を作成する場合におい

ては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに契約

書に記名押印しなければ契約は確定しない旨を定めている。 

本件業務について、契約年月日は令和５年１２月２２日であるが、電子決裁システム

に登録された公印使用日は、令和６年２月１３日となっており、契約を確定することな

く業務が実施され、契約期間が終了した日から数日経過したのちに契約書に押印がなさ

れたことになる。 

この点、担当課からは、当該業務の対応に追われ契約書の作成が後回しになってしま

ったとの説明があったが、契約が確定しないまま業務がなされたことは不適正である。 

 

【意見１再掲】 

  契約を確定することなく業務がなされ、業務完了後に契約書を作成し押印していた事

例が認められた。 

今後は、業務に着手する日までに契約を確定するべきである。 

 

 ⑤スマート害虫モニタリングシステム購入 

支出科目 ：備品購入費 

  契約金額 ：７，７００，０００円 

  契約年月日：令和５年１１月２９日 

  納入期限 ：令和６年２月２９日 
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  根拠法令 ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

 

【意見等】 

 特になし 

 

（９）東部県土整備局（徳島庁舎） 

 

 ①与茂田野積場の整地業務 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：１，１００，０００円 

  契約年月日 ：令和５年５月１日 

  契約期間  ：令和５年５月８日から同年６月９日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第５号 

  再委託の有無：なし 

 

【意見等】 

 特になし 

 

 ②与茂田野積場の整地・分別業務 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：１，９６４，６００円 

  契約年月日 ：令和５年５月２６日 

  契約期間  ：令和５年５月２８日から同年６月１６日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第５号 

  再委託の有無：なし 

 

【意見等】 

 特になし 

 

 ③与茂田野積場の産業廃棄物運搬処理業務 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：４，８９５，０００円 

  契約年月日 ：令和５年８月２２日 

  契約期間  ：令和５年８月２２日から同年１１月１０日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第５号 
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  再委託の有無：なし 

 

【意見等】 

 特になし 

 

 ④沖洲マリンターミナル駐車場運営管理業務 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：５，５６３，８００円 

  契約年月日 ：令和５年４月１日 

  契約期間  ：令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：あり 

 

【意見等】 

 特になし 

 

（１０）南部総合県民局地域創生防災部（阿南庁舎） 

 

 ①電話交換機賃貸借 

支出科目 ：使用料及び賃借料 

  契約金額 ：１，００９，５３６円（年間） 

  契約年月日：令和５年４月１日 

  契約期間 ：令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

  根拠法令 ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

 

【意見等】 

 特になし 

 

②南部総合県民局保健福祉環境部阿南庁舎空調関連設備保守点検業務 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：２，１５６，０００円 

  契約年月日 ：令和５年４月１日 

  契約期間  ：令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：あり 
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【意見等】 

 特になし 

 

（１１）西部総合県民局地域創生観光部（三好庁舎） 

 

 ①電話交換機賃貸借 

支出科目 ：使用料及び賃借料 

  契約金額 ：１，２５７，４３２円（年間） 

  契約年月日：令和５年４月１日 

  契約期間 ：令和５年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

  根拠法令 ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

 

【意見等】 

 特になし 

 

②「にし阿波・桃源郷」観光地域づくり推進事業業務 

支出科目   ：委託料 

  契約金額   ：１７，６６６，０００円 

  変更後契約金額：１９，５９３，２００円 

  契約年月日  ：令和５年４月１日 

  変更契約年月日：令和５年１０月３１日 

  契約期間   ：令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

  根拠法令   ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無 ：なし 

 

【意見等】 

 特になし 

 

 ③「ナショナルジオグラフィックトラベラーUK」を活用した観光プロモーション事業 

委託業務 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：３，５００，０００円 

  契約年月日 ：令和５年７月１８日 

  契約期間  ：令和５年７月１８日から令和６年３月３１日まで 
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  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：なし 

 

【意見等】 

 特になし 

 

（１２）三好病院 

 

 ①臨床検査業務 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：４，０４２，７５５円 

  契約年月日 ：令和５年４月１日 

  契約期間  ：令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

  根拠法令  ：地公企令第２１条の１４第１項第２号(契約当時) 

  再委託の有無：なし 

 

【意見等】 

 特になし 

 

 ②公用車（ハイエース）の緊急車両架装業務 

支出科目 ：修繕費 

  契約金額 ：１，０３８，０００円 

  契約年月日：令和５年４月１日 

  契約期間 ：令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

  根拠法令 ：地公企令第２１条の１４第１項第２号(契約当時) 

 

【意見等】 

 特になし 

 

 ③医療ガス設備保守点検業務 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：４，０１５，０００円 

  契約年月日 ：令和５年４月１日 

  契約期間  ：令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

  根拠法令  ：地公企令第２１条の１４第１項第２号(契約当時) 
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  再委託の有無：なし 

 

【意見等】 

 特になし 

 

 ④医療系廃棄物（感染性廃棄物・産業廃棄物）処理業務 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：９，２６３，２３２円 

  契約年月日 ：令和５年４月１日 

  契約期間  ：令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

  根拠法令  ：地公企令第２１条の１４第１項第２号(契約当時) 

  再委託の有無：なし 

 

【意見等】 

 特になし 

 

 ⑤診療材料売買単価契約 

支出科目 ：診療材料費 

  契約金額 ：３１７，３４７，３５８円 

  契約年月日：令和５年４月１日 

  契約期間 ：令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

  根拠法令 ：地公企令第２１条の１４第１項第２号(契約当時) 

 

【意見等】 

 特になし 

 

 ⑥総合情報システム保守業務 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：３２，８１４，８２６円 

  契約年月日 ：令和５年４月１日 

  契約期間  ：令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

  根拠法令  ：地公企令第２１条の１４第１項第２号(契約当時) 

  再委託の有無：なし 
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【意見等】 

 特になし 

 

（１３）総合教育センター 

 

 ①エレベーター保守点検業務 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：２，５０８，０００円 

  契約年月日 ：令和５年４月１日 

  契約期間  ：令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：なし 

 

【意見等】 

 特になし 

 

 ②庁舎総合警備業務 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：３，３３３，８５２円 

  契約年月日 ：令和５年４月１日 

  契約期間  ：令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：なし 

 

【意見等】 

 特になし 

 

 ③エレベーター修繕業務 

支出科目 ：需用費 

  契約金額 ：３，１３５，０００円 

  契約年月日：令和５年６月２６日 

  契約期間 ：令和５年６月２６日から令和６年３月３１日まで 

  根拠法令 ：自治令第１６７条の２第１項第２号 
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【意見等】 

 特になし 

 

（１４）国府支援学校 

 

 ①徳島県立国府支援学校スクールバス運行委託業務 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：６，３８０，０００円 

  契約年月日 ：令和５年１２月２７日 

  契約期間  ：令和６年１月１日から同年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第８号 

  再委託の有無：あり 

 

【意見等】 

 特になし 

 

（１５）警察本部 

 

 ①寝具の賃貸借 

支出科目 ：使用料及び賃借料 

  契約金額 ：２，０２０，７００円 

  契約年月日：令和５年４月１日 

  契約期間 ：令和５年４月１日から同年５月３１日まで 

  根拠法令 ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

 

【意見等】 

 特になし 

 

 ②県内系携帯無線機用充電池パック等購入 

支出科目 ：需用費 

  契約金額 ：１，１０８，２５０円 

  契約年月日：令和５年７月２０日 

  契約期間 ：令和５年７月２０日から令和６年３月２９日まで 

  根拠法令 ：自治令第１６７条の２第１項第１号 
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【意見等】 

 特になし 

 

 ③陸上用揮発油（レギュラーガソリン）購入 

支出科目       ：需用費 

  契約金額       ：２５，９７３，７６９円 

  契約年月日      ：令和５年４月１日 

  変更契約年月日（最終）：令和６年２月２８日 

  契約期間       ：令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

  根拠法令       ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

 

【意見等】 

 特になし 

 

 ④緊急配備支援システム一式賃貸借 

支出科目 ：使用料及び賃借料 

  契約金額 ：２９，９９９，６４０円 

  契約年月日：令和５年４月１日 

  契約期間 ：令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

  根拠法令 ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

 

【意見等】 

 特になし 

 

 ⑤被留置者等に対する給食 

支出科目 ：需用費 

  契約金額 ：１１，３５４，９８５円 

  契約年月日：令和５年４月１日 

  契約期間 ：令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

  根拠法令 ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

 

【意見等】 

 特になし 
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 ⑥ガスクロマトグラフ質量分析装置の保守 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：１，８４７，９００円 

  契約年月日 ：令和５年４月１日 

  契約期間  ：令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：あり 

 

【意見等】 

 特になし 

 

 

２ 万代庁舎内の機関 

 

（１）知事戦略局 

 

 ①名刺管理サービス提供契約 

支出科目 ：役務費 

  契約金額 ：１，１０８，０００円 

  契約年月日：令和６年４月１日 

  契約期間 ：令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

  根拠法令 ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

 

【意見等】 

  特になし 

 

 ②広報紙「県政だよりＯＵＲ徳島」配布契約 

支出科目 ：役務費 

  契約金額 ：１３，６５２，９４７円 

  契約年月日：令和６年４月１日 

  配布日  ：原則発行月第２水曜日（朝刊折り込み）  

  根拠法令 ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

 

【意見等】 

  特になし 
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 ③広報紙「県政だよりＯＵＲ徳島」配布契約 

支出科目 ：役務費 

  契約金額 ：１，３４３，５７３円 

  契約年月日：令和７年２月２８日 

  配布日  ：原則発行月第２水曜日（朝刊折り込み）  

  根拠法令 ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

 

【意見等】 

  特になし 

 

（２）防災対策推進課 

 

 ①トイレカー１台の購入 

支出科目 ：備品購入費 

  契約金額 ：２６，７３０，０００円 

  契約年月日：令和６年９月１３日 

  納入期限 ：令和７年８月２９日 

  根拠法令 ：自治令第１６７条の２第１項第８号 

 

【意見等】 

 特になし 

 

（３）消防保安課 

 

 ①「徳島こどもメディカルラリー知事杯」会場設営等業務 

支出科目   ：委託料 

  契約金額   ：９８０，７６０円 

  変更後契約金額：１，１２７，３９０円 

  契約年月日  ：令和６年７月１日 

  変更契約年月日：令和６年７月２６日 

  契約期間   ：令和６年７月１日から同年９月３０日まで 

  根拠法令   ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無 ：なし  
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【問題点】 

法第２３４条第５項は、普通地方公共団体が契約につき契約書を作成する場合におい

ては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに契約

書に記名押印しなければ契約は確定しない旨を定めている。 

本件委託業務を見るに、変更契約年月日は令和６年７月２６日であるが、電子決裁シ

ステムに登録された公印使用日は、同年１０月１０日となっており、変更契約を確定す

ることなく業務が実施され、契約期間が終了した日から１週間以上経過したのちに変更

契約書に押印がなされたことになる。 

 

【意見３】 

  変更契約を確定することなく業務がなされ、業務完了後に変更契約書を作成し押印し

ていた事例が認められた。 

今後は、変更が生じる場合は適時に変更契約を行うべきである。 

 

 ②地域を守る「消防団」活性化推進事業 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：５，５００，０００円 

  契約年月日 ：令和６年４月１日 

  契約期間  ：令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：あり 

 

 【問題点】 

  本件の委託内容は消防団活動の活性化を図るものであり、業務仕様書に示された業務

の１つに「ベテラン消防団員がこれまで培ってきた知識や経験を活かし、今後も地域防

災力に中核として活躍できるよう、実践的訓練を実施する」という項目があり、契約相

手方から徴した見積書にも、「ベテラン消防団員活躍推進事業」として１００，０００

円が計上されている。しかしながら、完了報告書では当該事業の項目は削除されており、

当初計上されていた金額は別事業に流用されている。担当課に確認したところ、令和６

年度に当該事業は実施されなかったとのことだが、その経緯は書面では確認できなかっ

た。 

契約書には「委託料、委託期間又は重要な委託業務内容を変更する必要があるときは、

協議の上、書面により定める」とあり、当該事業は業務仕様書に示されていることから

しても、「重要な委託業務内容」と考えられ、変更契約書を作成すべき条件に該当する

といえる。 
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 【意見４】 

業務仕様書に示された内容が一部変更されていたにもかかわらず、変更契約書が作成

されていない事例が認められた。 

今後は、重要な委託業務の内容に変更が生じる場合は、協議の上、変更契約書を作成

するべきである。 

 

 ③危険物取扱者免状及び消防設備士免状作成業務等委託 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：３，７８７，１１７円 

  契約年月日 ：令和６年４月１日 

  契約期間  ：令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：あり 

 

【意見等】 

  特になし 

 

 ④消防防災ヘリコプター用燃料購入 

支出科目 ：需用費 

  契約金額 ：１３，２０６，８８１円 

  契約年月日：①令和６年４月１日 

②令和６年７月１日 

③令和６年１０月１日 

④令和７年１月１日 

  契約期間 ：①令和６年４月１日から同年６月３０日まで 

②令和６年７月１日から同年９月３０日まで 

③令和６年１０月１日から同年１２月３１日まで 

④令和７年１月１日から同年３月３１日まで 

  根拠法令 ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

 

【問題点】 

 契約書において、「請求金額に１円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り

捨てるものとする」と定められているが、令和６年１１月の請求金額が切り上げにより

請求がなされていた。決裁過程でこれに気づくことができず、結果、支払が１円過払と
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なっている。 

 

【意見５】 

請求金額の算出方法が契約書に定められた方法と異なっていた事例が認められた。 

今後は、契約書に基づき適正に算出された請求金額であることを確認し、支出事務を

行うべきである。 

 

（４）職員厚生課 

 

 ①採用時健康診断業務 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：２，２９４，３３６円 

  契約年月日 ：令和６年４月１日 

  契約期間  ：令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：なし 

  

【意見等】 

  特になし 

 

（５）管財課 

 

 ①エレベーター保守業務１ 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：７，７７４，８００円（年間） 

  契約年月日 ：令和６年４月１日 

  契約期間  ：令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：なし 

 

 【意見等】 

  特になし 

 

 ②エレベーター保守業務２ 

支出科目  ：委託料 
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  契約金額  ：３，９０７，２００円（年間） 

  契約年月日 ：令和６年４月１日 

  契約期間  ：令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：なし 

 

 【意見等】 

  特になし 

 

（６）情報政策課 

 

 ①徳島県公衆無線ＬＡＮ移行契約 

  支出科目 ：役務費 

  契約金額 ：１，０６５，４６０円 

  契約年月日：令和６年５月１０日 

  契約期間 ：令和６年５月１０日から令和７年３月３１日まで 

  根拠法令 ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

 

 【意見等】 

  特になし 

 

（７） 観光企画課 

  

①とくしまロケーション・ブランド発信事業実施業務 

  支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：１４，０８５，０００円 

  契約年月日 ：令和６年４月１日 

  契約期間  ：令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：なし 

 

 【意見等】 

  特になし 
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 ②魅力あふれる「阿波とくしま」観光誘客促進事業 

  支出科目   ：委託料 

  契約金額   ：１３，０２０，０００円 

  変更後契約金額：１８，４６５，０００円 

  契約年月日  ：令和６年４月１日 

  変更契約年月日：令和６年７月２９日 

  契約期間   ：令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

  根拠法令   ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無 ：あり 

 

 【意見等】 

  特になし 

 

 ③着地型観光コンベンション事業 

  支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：１４，７２８，０００円 

  契約年月日 ：令和６年４月１日 

  契約期間  ：令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：なし 

 

 【意見等】 

  特になし 

 

（８） 観光誘客課 

 

 ①インバウンド旅客向けバス乗車券配布業務 

  支出科目   ：委託料 

  契約金額   ：１２，５９５，９５０円 

  変更後契約金額：９，５６１，５６０円 

  契約年月日  ：令和６年１０月２８日 

  変更契約年月日：令和７年３月３１日 

  契約期間   ：令和６年１０月２８日から令和７年３月３１日まで 

  根拠法令   ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無 ：あり 
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【問題点】 

法第２３４条第５項は、普通地方公共団体が契約につき契約書を作成する場合におい

ては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに契約

書に記名押印しなければ契約は確定しない旨を定めている。 

本件委託業務を見るに、契約年月日は令和６年１０月２８日であるが、電子決裁シス

テムに登録された公印使用日は、令和７年４月１５日となっており、変更契約年月日は

同年３月３１日であるが、公印使用日は同年５月１日となっている。当初及び変更契約

を確定することなく業務が実施され、契約期間が終了した日から２週間以上経過したの

ちに契約書に押印がなされたことになる。 

本件委託業務は、国際定期便を利用して来県するインバウンド旅客を対象としたもの

である。担当課からは、情報が解禁された日から就航日までの日数が少なく、数的な見

込みがつきにくかったため契約書の作成が事後になったとの説明があったが、契約が確

定しないまま業務がなされたことは不適正である。 

 

【意見６】 

  当初及び変更契約を確定することなく業務がなされ、業務完了後に契約書を作成し押

印していた事例が認められた。 

今後は、業務に着手する日までに契約を確定し、契約確定後に変更が生じた場合は適

時に変更契約を行うべきである。 

 

②徳島阿波おどり空港フライト・インフォメーション・システム及び旅客誘導表示改修 

業務 

  支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：１，７４１，０８０円 

  契約年月日 ：令和６年６月２８日 

  契約期間  ：令和６年６月２８日から同年７月１７日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：あり 

 

 【問題点①】 

  本件委託業務は、徳島阿波おどり空港における国際線受入対応として、フライト・イ

ンフォメーション・システム及び旅客誘導表示の改修を委託するというものであり、徳

島県立航空旅客取扱施設の指定管理者であるＡ社と、自治令第１６７条の２第１項第２

号により１者随意契約している。担当課は業者選定理由として、Ａ社が空港法（昭和３

１年法律第８０号）第１５条に基づき空港ごとに指定される徳島阿波おどり空港唯一の
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空港機能施設事業者であることを挙げている。 

  しかしながら、同条は空港機能施設の建設及び管理を行う者の指定に関する要件等を

定めたものであり、当該指定事業者以外の者による空港施設の整備を禁止する規定では

なく、Ａ社を当該業務が実施できる唯一の事業者とする理由にはならない。 

  また、担当課は保安上の理由を挙げるが、実際の業務のほとんどが再委託され、Ａ社

社員の立会いの下、複数の事業者が改修作業を行っていることからしても、やはりＡ社

を唯一の事業者とする理由はなく、本件委託業務について１者随意契約を締結したこと

は不適正である。 

  なお、令和５年度に実施された包括外部監査において、「徳島県立航空旅客取扱施設

感染症対策設備整備業務」について同様の指摘がなされている。この指摘に対する措置

として、当時の担当課である観光政策課は、「当該委託事業については、令和４年度で

終了している。令和６年度以降に委託事業を行う場合は、原則として一般競争入札で執

行することとし、やむを得ず１者随意契約を行う場合には、地方自治法施行令第１６７

条の２第１項各号の理由に該当するかどうかを十分に検討した上で締結する」と報告し

ている。 

  しかしながら、今回の委託業務について１者随意契約に至る検討の過程は示されてお

らず、指摘を受けた業務と同様の事務処理を行っている。この点についても不適正と言

わざるを得ない。 

 

 【意見７】 

  性質又は目的が競争入札に適しないというべき理由がないにもかかわらず、自治令第

１６７条の２第１項第２号により１者随意契約を行っている事例が認められた。 

  今後は、一般競争入札によることを原則とし、１者随意契約は同項各号の適用がある

場合に限定するべきである。 

 

 【問題点②】 

  「委託契約（建設工事関係を除く）における再委託の取扱いについて（令和３年３月

３０日付け管第１５４９号管財課長通知）」により、再委託できないものの例として、

委託業務の主たる部分の再委託が示されている。 

  徳島阿波おどり空港におけるフライト・インフォメーション・システム及び旅客誘導

表示の改修を目的とする本件委託業務において、受託者であるＡ社が直接実施したの

は、保安区域内での作業に必要な手続の調整業務であり、フラップの製作及び取替工

事、システム改修、チェックインカウンター表示の改修といった、業務の本来目的たる

部分は再委託されている。また、契約金額を比較しても、委託料１，７４１，０８０円

のうち、１，５８７，３００円が再委託先に支払われ、再委託料は委託料の約９１パー

セントを占めている。 

  担当課は、【問題点①】に記載のとおり、Ａ社が徳島阿波おどり空港唯一の空港機能

施設事業者であることを理由に１者随意契約を行っているが、本件委託契約締結日と同

日付けでＡ社から県に対し再委託に係る承諾申請がなされていることからして、Ａ社に
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本件委託業務の本来目的部分についての履行能力がないことは明らかであり、このよう

な者と契約を締結するべきではない。 

  また、１者随意契約をする一方で、その業務の主たる部分の再委託を承認すること

は、一般競争入札を原則とする地方自治法の規制を、結果として潜脱することにもつな

がりかねない。 

 

 【意見８】 

  業務の本来目的部分について履行能力がないことが明らかな者と１者随意契約し、再

委託を承諾している事例が認められた。 

  今後は、一般競争入札によることを原則とし、再委託は、やむを得ない場合かつ必要

最小限の範囲に限るべきである。 

 

③徳島阿波おどり空港フライト・インフォメーション・システム改修業務 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：１，４０１，１８０円 

  契約年月日 ：令和６年１１月５日 

  契約期間  ：令和６年１１月５日から同月２７日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：あり 

 

【問題点①】 

法第２３４条第５項は、普通地方公共団体が契約につき契約書を作成する場合におい

ては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに契約

書に記名押印しなければ契約は確定しない旨を定めている。 

本件委託業務を見るに、契約年月日は令和６年１１月５日であるが、電子決裁システ

ムに登録された公印使用日は、同年１２月２３日となっており、契約を確定することな

く業務が実施され、契約期間が終了した日から３週間以上経過したのちに契約書に押印

がなされたことになる。 

この点、担当課からは、国際定期便の情報が解禁された日から就航日までの日数が少

なく、定期便就航までに行わなければならなかった作業も非常に多かったことから、契

約書の作成が事後になったとの説明があったが、契約が確定しないまま業務がなされた

ことは不適正である。 

 

【意見１再掲】 

  契約を確定することなく業務がなされ、業務完了後に契約書を作成し押印していた事

例が認められた。 
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今後は、業務に着手する日までに契約を確定するべきである。 

 

【問題点②】 

  本件委託業務は、徳島阿波おどり空港における国際線受入対応として、フライト・イ

ンフォメーション・システムの改修を委託するというものであり、徳島県立航空旅客取

扱施設の指定管理者であるＡ社と、自治令第１６７条の２第１項第２号により１者随意

契約している。担当課は業者選定理由として、Ａ社が空港法第１５条に基づき空港ごと

に指定される徳島阿波おどり空港唯一の空港機能施設事業者であることを挙げている。 

  しかしながら、同条は空港機能施設の建設及び管理を行う者の指定に関する要件等を

定めたものであり、当該指定事業者以外の者による空港施設の整備を禁止する規定では

なく、Ａ社を当該業務が実施できる唯一の事業者とする理由にはならない。 

  また、担当課は保安上の理由を挙げるが、実際の業務のほとんどが再委託され、Ａ社

社員の立会いの下、複数の事業者が改修作業を行っていることからしても、やはりＡ社

を唯一の事業者とする理由はなく、本件委託業務について１者随意契約を締結したこと

は不適正である。 

  なお、令和５年度に実施された包括外部監査において、「徳島県立航空旅客取扱施設

感染症対策設備整備業務」について同様の指摘がなされている。この指摘に対する措置

として、当時の担当課である観光政策課は、「当該委託事業については、令和４年度で

終了している。令和６年度以降に委託事業を行う場合は、原則として一般競争入札で執

行することとし、やむを得ず１者随意契約を行う場合には、地方自治法施行令第１６７

条の２第１項各号の理由に該当するかどうかを十分に検討した上で締結する」と報告し

ている。 

  しかしながら、今回の委託業務について１者随意契約に至る検討の過程は示されてお

らず、指摘を受けた業務と同様の事務処理を行っている。この点についても不適正と言

わざるを得ない。 

 

 【意見７再掲】 

  性質又は目的が競争入札に適しないというべき理由がないにもかかわらず、自治令第

１６７条の２第１項第２号により１者随意契約を行っている事例が認められた。 

  今後は、一般競争入札によることを原則とし、１者随意契約は同項各号の適用がある

場合に限定するべきである。 

 

 【問題点③】 

  「委託契約（建設工事関係を除く）における再委託の取扱いについて（令和３年３月

３０日付け管第１５４９号管財課長通知）」により、再委託できないものの例として、

委託業務の主たる部分の再委託が示されている。 

  徳島阿波おどり空港におけるフライト・インフォメーション・システムの改修を目的

とする本件委託業務において、受託者であるＡ社が直接実施したのは、保安区域内での

作業に必要な手続の調整業務であり、フラップの製作及び取替工事、システム改修とい
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った、業務の本来目的たる部分は再委託されている。また、契約金額を比較しても、委

託料１，４０１，１８０円のうち、１，２７３，８００円が再委託先に支払われ、再委

託料は委託料の約９１パーセントを占めている。 

  担当課は、【問題点②】に記載のとおり、Ａ社が徳島阿波おどり空港唯一の空港機能

施設事業者であることを理由に１者随意契約を行っているが、本件委託契約締結日と同

日付けでＡ社から県に対し再委託に係る承諾申請がなされていることからして、Ａ社に

本件委託業務の本来目的部分についての履行能力がないことは明らかであり、このよう

な者と契約を締結するべきではない。 

  また、１者随意契約をする一方で、その業務の主たる部分の再委託を承認することは、

一般競争入札を原則とする地方自治法の規制を、結果として潜脱することにもつながり

かねない。 

 

 【意見８再掲】 

  業務の本来目的部分について履行能力がないことが明らかな者と１者随意契約し、再

委託を承諾している事例が認められた。 

  今後は、一般競争入札によることを原則とし、再委託は、やむを得ない場合かつ必要

最小限の範囲に限るべきである。 

 

（９）文化振興課 

  

①県有地維持管理業務（上半期） 

  支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：３，７５５，４００円 

  契約年月日 ：令和６年４月１日 

  契約期間  ：令和６年４月１日から同年９月３０日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：なし 

 

 【意見等】 

  特になし 

 

②県有地維持管理業務（下半期） 

  支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：３，７６２，０００円 

  契約年月日 ：令和６年１０月１日 

  契約期間  ：令和６年１０月１日から令和７年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 



- 42 - 

 

  再委託の有無：なし 

 

 【意見等】 

  特になし 

 

（１０）文化資源活用課 

 

 ①古墳出土鉄製品保存修理業務 

  支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：１，３９５，９２７円 

  契約年月日 ：令和６年６月１日 

  契約期間  ：令和６年６月１日から令和７年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：なし 

 

 【意見等】 

  特になし 

 

 ②重要文化財「徳島県観音寺・敷地遺跡及び矢野遺跡出土品」修繕業務 

  支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：４，１０８，７２０円 

  契約年月日 ：令和６年４月２３日 

  契約期間  ：令和６年４月２３日から令和７年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：なし 

 

 【意見等】 

  特になし 

 

（１１）生活環境政策課 

 

 ①まなびーあ徳島「新あわ学コース」実施業務 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：１，９８１，０００円 

  契約年月日 ：令和６年６月３日 
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  契約期間  ：令和６年６月３日から令和７年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：なし 

 

 【意見等】 

  特になし 

 

 ②とくしま県民活動プラザ運営管理業務 

支出科目   ：委託料 

  契約金額   ：２９，４５６，０００円 

  変更後契約金額：３０，７５３，０００円 

  契約年月日  ：令和６年４月１日 

  変更契約年月日：令和７年３月１０日 

  契約期間   ：令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

  根拠法令   ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無 ：あり 

 

 【意見等】 

  特になし 

 

（１２）サステナブル社会推進課 

 

 ①「エコみらいとくしま」電気供給契約 

支出科目 ：需用費 

  契約金額 ：１，３０４，０３５円 

  契約年月日：令和６年４月１日 

  契約期間 ：令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

  根拠法令 ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

 

 【意見等】 

  特になし 
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（１３）子育て応援課 

 

 ①保育人材就職等促進事業委託業務 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：１４，９２０，０００円 

  契約年月日 ：令和６年４月１日 

  契約期間  ：令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：なし  

 

 【意見等】 

  特になし 

 

 ②妊娠等にかかるＳＮＳ相談委託業務 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：６，９０２，９９５円 

  契約年月日 ：令和６年４月１日 

  契約期間  ：令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：なし 

 

 【意見等】 

  特になし 

 

 ③先天性代謝異常等検査業務 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：１０，４６４，４７６円 

  契約年月日 ：令和６年４月１日 

  契約期間  ：令和６年４月１日から令和８年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第８号 

  再委託の有無：なし 

 

 【意見等】 

  特になし 
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（１４）こども家庭支援課 

 

 ①ひとり親家庭等かがやく未来応援事業 

支出科目   ：委託料 

  契約金額   ：２６，０７５，０００円 

変更後契約金額：２２，５９３，６８１円 

  契約年月日  ：令和６年４月１日 

  変更契約年月日：令和７年３月３１日 

  契約期間   ：令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

  根拠法令   ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無 ：なし 

 

 【意見等】 

  特になし 

 

（１５）健康寿命推進課 

 

 ①「とくしま健康ポイント推進事業」企画運営管理業務 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：３，３２９，７００円 

  契約年月日 ：令和６年４月１日 

  契約期間  ：令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：なし  

 

 【意見等】 

  特になし 

 

（１６）感染症対策課 

 

 ①感染症サーベイランス事業に係る運搬業務 

支出科目 ：役務費 

  契約金額 ：２，１３５，６５０円 

  契約年月日：令和６年５月２０日 

  契約期間 ：令和６年５月２０日から令和７年３月３１日まで 
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  根拠法令 ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

 

 【問題点】 

法第２３４条第５項は、普通地方公共団体が契約につき契約書を作成する場合におい

ては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに契約

書に記名押印しなければ契約は確定しない旨を定めている。 

本件業務は契約書において、毎月の業務完了後に精算を行う旨が定められており、初

月分の支払に係る請求書は令和６年７月２５日に担当課が受け付けているが、電子決裁

システムに登録された公印使用日は、同月３０日となっており、初月分の業務が完了し、

契約相手方から請求行為が行われた後に契約書に押印がなされたことになる。 

 

【意見９】 

  毎月の精算を要する契約における契約書の作成が、初月の業務完了後となっており、

契約を確定することなく業務がなされた事例が認められた。 

今後は、業務に着手する日までに契約を確定するべきである。 

 

 ②徳島県内高齢者施設等への医療用物資配送業務 

支出科目 ：役務費 

  契約金額 ：１，０６２，６００円 

  契約年月日：令和６年４月１日 

  契約期間 ：令和６年４月１日から同月３０日まで 

  根拠法令 ：自治令第１６７条の２第１項第５号 

 

 【問題点①】 

自治令第１６７条の２第１項第５号は、緊急の必要により競争入札に付することがで

きないときは、随意契約によることができる旨を定めている。また、県では、自治令第

１６７条の２第１項各号の適用に必要な標準的な考え方を示すものとして、「随意契約

ガイドライン」を作成しており、第５号の「緊急の必要」の例示項目として、犯罪捜査

又は災害の発生等に伴う必要物品の緊急購入や借り上げ、災害復旧工事の緊急の請負等

が示されている。  

本件業務は、見積徴取伺によると、県が保有する医療物資（マスク、ゴム手袋）を、

高齢者施設及び障害者支援施設へ配送するものであるが、令和６年３月３１日をもって

新型コロナウイルス感染症に係る特例措置が終了する関係上、速やかに配送する必要が

あるという理由で第５号を適用している。 

 この点、担当課からは、特例措置の終了により、一時保管場所を確保する費用に係る

財政的支援が終了すること、感染者が依然として発生している状況において、重症リス
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クが高いとされる高齢者等への感染を防ぐため、感染者の増加が見込まれる夏場までに

速やかに医療物資を送る必要があったとの説明であったが、医療物資の配送に関して、

根拠となる国からの通知等はなかった。また、新型コロナウイルス感染症は令和５年５

月８日以降、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成１０年法

律第１１４号)第６条第６項に基づく五類感染症に移行しており、令和６年３月までは

通常の医療提供体制への段階的移行期間とされていたものの、今回の業務が競争入札に

付することができない状況とするまでの理由は認められない。 

 

【意見１０】 

緊急の必要が認められないにもかかわらず、自治令第１６７条の２第１項第５号によ

り随意契約を行っている事例が認められた。 

今後は、自治令の規定及び随意契約ガイドラインに照らし、随意契約の適用の可否を

適正に検討するべきである。 

 

【問題点②】 

法第２３４条第５項は、普通地方公共団体が契約につき契約書を作成する場合におい

ては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに契約

書に記名押印しなければ契約は確定しない旨を定めている。 

本件業務を見るに、契約年月日は令和６年４月１日であるが、電子決裁システムに登

録された公印使用日は、同年５月２０日となっており、契約を確定することなく業務が

実施され、契約期間が終了した日から２週間以上経過したのちに契約書に押印がなされ

たことになる。 

 

【意見１再掲】 

契約を確定することなく業務がなされ、業務完了後に契約書を作成し押印していた事

例が認められた。 

今後は、業務に着手する日までに契約を確定するべきである。 

 

（１７）長寿いきがい課 

 

 ①認知症介護実践者等養成研修事業委託業務 

支出科目   ：委託料 

  契約金額   ：４，９６６，０００円 

  変更後契約金額：４，４１０，０００円 

  契約年月日  ：令和６年４月１０日 
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  変更契約年月日：令和７年３月３１日 

  契約期間   ：令和６年４月１０日から令和７年３月３１日まで 

  根拠法令   ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無 ：なし  

 

 【意見等】 

  特になし 

 

 ②米寿記念品に係る知事祝品購入 

支出科目 ：報償費 

  契約金額 ：５，９５６，４７０円 

  契約年月日：令和６年６月２５日 

  納入期限 ：令和６年８月２８日 

  根拠法令 ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

 

 【意見等】 

  特になし 

 

（１８）経済産業政策課 

 

 ①トラック人材確保・物流効率化促進事業費補助事業事務局運営業務 

支出科目   ：委託料 

  契約金額   ：２，３３５，３００円 

  変更後契約金額：１，４８９，１６２円 

  契約年月日  ：令和６年１０月８日 

  変更契約年月日：令和７年３月１４日 

  契約期間   ：令和６年１０月８日から令和７年３月３１日まで 

  根拠法令   ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無 ：なし 

 

 【意見等】 

  特になし 

 

 ②タイ王国経済ミッション団派遣業務 

支出科目   ：委託料 
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  契約金額   ：３，８１３，７００円 

  変更後契約金額：３，６７９，３２１円 

  契約年月日  ：令和６年９月６日 

  変更契約年月日：令和６年１１月３０日 

  契約期間   ：令和６年９月６日から同年１１月３０日まで 

  根拠法令   ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無 ：なし 

 

 【問題点】 

法第２３４条第５項は、普通地方公共団体が契約につき契約書を作成する場合におい

ては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに契約

書に記名押印しなければ契約は確定しない旨を定めている。 

本件委託業務を見るに、契約年月日は令和６年９月６日であるが、電子決裁システム

に登録された公印使用日は、同年１２月４日となっており、変更契約年月日は同年１１

月３０日であるが、公印使用日は令和７年５月２日となっている。当初及び変更契約を

確定することなく業務が実施され、契約期間が終了した日から４日以上経過したのちに、

契約書に押印がなされたことになる。 

この点、担当課からは、契約相手方との確認調整を直前まで行う必要があり契約書の

作成が事後になってしまったとの説明があったが、契約が確定しないまま業務がなされ

たことは不適正である。 

 

【意見６再掲】 

  当初及び変更契約を確定することなく業務がなされ、業務完了後に契約書を作成し押

印していた事例が認められた。 

今後は、業務に着手する日までに契約を確定し、契約確定後に変更が生じた場合は適

時に変更契約を行うべきである。 

 

 ③徳島県物産観光交流プラザ等管理運営業務 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：１８，２８８，０００円 

  契約年月日 ：令和６年４月１日 

  契約期間  ：令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：なし 
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 【意見等】 

  特になし 

 

 ④首都圏等における徳島県産品販路拡大業務 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：１１，０７２，０００円 

  契約年月日 ：令和６年４月１日 

  契約期間  ：令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：なし 

 

【問題点】 

  自治令第１６７条の１５第２項において、地方公共団体の職員は、契約の適正な履行

を確保するため又はその受ける給付の完了を確認するための検査を、契約書、仕様書及

び設計書その他の関係書類に基づいて行わなければならない旨が定められている。 

  本件委託業務では、業務仕様書に示した店舗の一部において、委託業務完了報告書に

実績の報告がなされていないにもかかわらず、口頭やメールにより報告を受けていたこ

とをもって、「業務は適切に実施されている」として業務の完了確認を行っている。 

  委託業務の完了を確認する際には、業務が適正に実施されたか実績を書面により確認

しなければならず、書面での実績報告がないまま業務を完了としたことは不適正である。 

 

【意見１１】 

  業務仕様書で求める業務の一部について、書面での実績報告がないにもかかわらず、

これを適切として業務を完了させていた事例が認められた。 

今後は、契約書、業務仕様書に基づき、業務が適正に履行されたか確認を行うべきで

ある。 

 

 ⑤アジアンフードフェア運営業務 

支出科目   ：委託料 

  契約金額   ：２，２００，０００円 

  変更後契約金額：２，１８９，６９３円 

  契約年月日  ：令和６年１０月１６日 

  変更契約年月日：令和６年１２月２日 

  契約期間   ：令和６年１０月１６日から同年１２月３１日まで 

  根拠法令   ：自治令第１６７条の２第１項第２号 
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  再委託の有無 ：なし 

 

 【問題点】 

法第２３４条第５項は、普通地方公共団体が契約につき契約書を作成する場合におい

ては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに契約

書に記名押印しなければ契約は確定しない旨を定めている。 

本件委託業務を見るに、契約年月日は令和６年１０月１６日であるが、電子決裁シス

テムに登録された公印使用日は、令和７年１月２２日となっており、変更契約年月日は

令和６年１２月２日であるが、公印使用日は令和７年４月３日となっている。当初及び

変更契約を確定することなく業務が実施され、契約期間が終了した日から３週間以上経

過したのちに、契約書に押印がなされたことになる。 

この点、担当課からは、契約相手方との確認調整により契約書の作成が事後になって

しまったとの説明があったが、契約が確定しないまま業務がなされたことは不適正であ

る。 

 

【意見６再掲】 

  当初及び変更契約を確定することなく業務がなされ、業務完了後に契約書を作成し押

印していた事例が認められた。 

今後は、業務に着手する日までに契約を確定し、契約確定後に変更が生じた場合は適

時に変更契約を行うべきである。 

 

（１９）みどり戦略推進課 

 

 ①とくしま農林水産物等海外輸出推進事業（販売促進分） 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：２１，１００，０００円 

  契約年月日 ：令和６年１２月１０日 

  契約期間  ：令和６年１２月１０日から令和７年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：あり 

 

 【意見等】 

  特になし 
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 ②メディアタイアッププロモーション事業 

支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：３，８５０，０００円 

  契約年月日 ：令和７年２月１０日 

  契約期間  ：令和７年２月１０日から同年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：なし 

 

 【問題点】 

法第２３４条第５項は、普通地方公共団体が契約につき契約書を作成する場合におい

ては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに契約

書に記名押印しなければ契約は確定しない旨を定めている。 

本件委託業務を見るに、契約年月日は令和７年２月１０日であるが、電子決裁システ

ムに登録された公印使用日は、同年４月１８日となっており、契約を確定することなく

業務が実施され、契約期間が終了した日から２週間以上経過したのちに、契約書に押印

がなされたことになる。 

この点、担当課からは、契約相手方との書類のやり取りに時間を要したため契約書の

作成が事後になってしまったとの説明があったが、契約が確定しないまま業務がなされ

たことは不適正である。 

 

【意見１再掲】 

  契約を確定することなく業務がなされ、業務完了後に契約書を作成し押印していた事

例が認められた。 

今後は、業務に着手する日までに契約を確定するべきである。 

 

（２０）畜産振興課 

 

①高病原性鳥インフルエンザ埋却物等処分（うち詰替等）委託業務 

 支出科目   ：委託料 

 契約金額   ：３４，０８３，５７１円 

 変更後契約金額：２８，７７２，１３７円 

 契約年月日  ：令和６年１０月２３日 

 変更契約年月日：令和７年１月１７日 

 契約期間   ：令和６年１０月２３日から令和７年２月２８日まで 

 根拠法令   ：自治令第１６７条の２第１項第２号 
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 再委託の有無 ：なし 

 

【問題点】 

法第２３４条第５項は、普通地方公共団体が契約につき契約書を作成する場合におい

ては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに契約

書に記名押印しなければ契約は確定しない旨を定めている。 

本件委託業務を見るに、当初契約年月日は令和６年１０月２３日であるが、電子決裁

システムに登録された公印使用日は、令和７年２月５日となっており、変更契約年月日

は同年１月１７日であるが、公印使用日は同年２月２１日となっている。一方で、契約

相手方からは同年１月２２日付けで業務完了報告書が提出されており、本件委託業務は

契約を確定することなく実施され、業務が完了した日から２週間以上経過したのちに、

契約書に押印がなされたことになる。 

この点、担当課からは、本件委託業務は、令和２年度に発生した鳥インフルエンザに

より民有地に埋却した鶏死体等を掘り起こし、原状回復するためのものであるが、過去

に事例がなく現場の状況を確認しながら進めたため、契約書の作成が事後になってしま

ったとの説明があったが、契約が確定しないまま業務がなされたことは不適正である。  

 

【意見６再掲】 

  当初及び変更契約を確定することなく業務がなされ、業務完了後に契約書を作成し押

印していた事例が認められた。 

今後は、業務に着手する日までに契約を確定し、契約確定後に変更が生じた場合は適

時に変更契約を行うべきである。 

 

②家畜伝染病の発生等における交通誘導警備業務 

 支出科目  ：委託料 

契約金額  ：５，７６１，３７６円 

  契約年月日 ：令和６年１１月８日 

  契約期間  ：令和６年１１月８日から同月２４日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第５号 

  再委託の有無：なし 

 

【問題点】 

法第２３４条第５項は、普通地方公共団体が契約につき契約書を作成する場合におい

ては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに契約

書に記名押印しなければ契約は確定しない旨を定めている。 
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本件委託業務を見るに、当初契約年月日は令和６年１１月８日であるが、電子決裁シ

ステムに登録された公印使用日は、同年１２月１１日となっており、契約を確定するこ

となく業務が実施され、契約期間が終了した日から２週間以上経過したのちに、契約書

に押印がなされたことになる。 

この点、担当課からは、本件委託業務は隣県で発生した鳥インフルエンザを本県に持

ち込ませないために実施したものであり、鳥インフルエンザが終息しない場合には、実

施期間を延長しなければならなかったことから契約書の作成を待っていたため、契約書

の作成が事後になってしまったとの説明があったが、契約が確定しないまま業務がなさ

れたことは不適正である。 

 

【意見１再掲】 

  契約を確定することなく業務がなされ、業務完了後に契約書を作成し押印していた事

例が認められた。 

今後は、契約書の押印は、業務に着手する日までに行うべきである。 

 

（２１）林業振興課 

 

 ①木づかい県民運動定着促進事業委託業務 

支出科目  ：委託料 

契約金額  ：１，３１０，０００円 

  契約年月日 ：令和７年２月３日 

  契約期間  ：令和７年２月３日から同年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：なし 

 

【問題点】 

法第２３４条第５項は、普通地方公共団体が契約につき契約書を作成する場合におい 

ては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに契約

書に記名押印しなければ契約は確定しない旨を定めている。 

本件委託業務を見るに、契約年月日は令和７年２月３日であるが、電子決裁システム

に登録された公印使用日は、同年３月３１日となっている。一方で、契約相手方からは

公印使用日と同日付けで業務完了報告書が提出されており、契約を確定することなく業

務が実施され、業務が完了した日と同日に契約書に押印がなされたことになる。 

この点、担当課からは、書類不備による補正作業により契約書の作成が遅れた旨の説 

明があったが、契約が確定しないまま業務がなされたことは不適正である。 
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【意見１再掲】 

  契約を確定することなく業務がなされ、業務完了後に契約書を作成し押印していた事

例が認められた。 

今後は、契約書の押印は、業務に着手する日までに行うべきである。 

 

（２２）生産基盤課 

 

 ①長原漁港周辺側溝清掃業務 

支出科目       ：委託料 

契約金額       ：４，４００，０００円 

変更後契約金額    ：４，５１０，０００円 

  契約年月日      ：令和６年６月１４日 

  変更契約年月日（最終）：令和６年９月２４日 

  契約期間       ：令和６年６月１４日から同年８月３１日まで 

  変更後契約期間    ：令和６年６月１４日から同年９月３０日まで 

  根拠法令       ：自治令第１６７条の２第１項第３号 

  再委託の有無     ：あり 

 

【意見等】 

 特になし 

 

（２３）住宅課 

 

 ①徳島県営住宅の管理代行業務 

支出科目  ：委託料 

契約金額  ：３２９，３１６，０００円 

  契約年月日 ：令和６年４月１日 

  契約期間  ：令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無： あり 

 

【問題点】 

「委託契約（建設工事関係を除く）における再委託の取扱いについて（令和３年３月

３０日付け管第１５４９号管財課長通知）」は、委託業務の再委託を原則禁止とし、再
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委託がやむを得ない場合においてもその範囲は必要最小限にとどめるものとしている。

そして県が再委託を承諾する際には、再委託を行う合理的な理由や再委託先の業務履行

能力その他必要と認められる事項を審査しなければならない。 

本件契約は、「県営住宅の管理代行業務」及び「管理代行業務以外の管理業務委託」

で構成され、前者は受託者により業務がなされている一方で、後者については建物の修

繕や設備の保守管理をはじめとして多くの業務が再委託されている。 

担当課は、受託者からの申請に基づき、再委託が必要な複数の業務について一括して

再委託の承諾を行っているが、その中に貯水槽清掃点検業務は含まれていなかった。し

かしながら、業務完了報告書には当該業務が再委託により行われたことが示されている。

このほかにも承諾内容と報告とが一致しない部分が見られた。この点、担当課からは、

例年４月と６月に受託者からの申請に基づき再委託の承諾が行われているが、令和６年

度においては受託者が６月の申請を失念しており、担当課においても過去の経緯から当

該業務は承諾済みであると誤認していたと説明があった。 

再委託の承諾は、再委託の許容性、必要性及び業務範囲並びに再委託先の業務履行能

力及び適格性等を確認の上、適時行うべきところ、当初に承諾して以降、再委託の内容

が追加されたことを把握しておらず、また、完了検査においても十分確認しないまま業

務の完了を承認したことは不適正である。 

 

【意見１２】 

  委託契約について、事前の承諾がないにもかかわらず再委託が行われている事例が認

められた。 

今後は、再委託される業務について適切に把握し、再委託内容に追加等が生じた場合

は適時手続を行うとともに、承諾した内容に基づいて履行確認するべきである。 

 

 ②竜王団地９号棟住戸内カビ除去等業務 

支出科目   ：委託料 

契約金額   ：３，００３，０００円 

変更後契約金額：３，８５１，１００円 

  契約年月日  ：令和６年８月１６日 

  変更契約年月日：令和６年９月１３日 

  契約期間   ：令和６年８月１７日から同年９月３０日まで 

  変更後契約期間：令和６年８月１７日から同年１０月３１日まで 

  根拠法令   ：自治令第１６７条の２第１項第５号 

  再委託の有無 ：なし  
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【意見等】 

 特になし 

 

 ③鴨島呉郷団地３６号棟エレベーター機器更新業務 

支出科目  ：委託料 

契約金額  ：１３，７６９，０３０円 

  契約年月日 ：令和７年１月７日 

  契約期間  ：令和７年１月８日から同年３月２５日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：なし 

 

【意見等】 

 特になし 

 

 ④鴨島呉郷団地９・１０号棟エレベーター機器更新等業務 

支出科目  ：委託料 

契約金額  ：３２，０９５，８００円 

  契約年月日 ：令和７年３月１７日 

  契約期間  ：令和７年３月１８日から令和８年１月１０日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：なし 

 

【意見等】 

 特になし 

 

（２４）会計課 

 

①徳島県収入証紙印刷 

 支出科目 ：需用費及び役務費 

契約金額 ：４，９７５，２６３円 

  契約年月日：令和６年９月１７日 

  契約期間 ：令和６年９月１７日から同年１２月２７日まで 

  根拠法令 ：自治令第１６７条の２第１項第２号 
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【意見等】 

  特になし 

 

 ②財務会計システム運用管理業務 

  支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：３０，３６０，０００円 

  契約年月日 ：令和６年４月１日 

  契約期間  ：令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：あり 

 

【意見等】 

 特になし 

 

（２５）企業局 

 

①川口ダム自然エネルギーミュージアム環境学習映像コンテンツ保守業務 

 支出科目 ：修繕費 

契約金額 ：３，３００，０００円 

契約年月日：令和６年４月１日 

契約期間 ：令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

根拠法令 ：地公企令第２１条の１３第１項第２号 

 

【意見等】 

 特になし 

 

②阿南工業用水道不動産鑑定評価業務 

 支出科目 ：建設改良費 

契約金額 ：１，３３７，６００円 

  契約年月日：令和７年１月２７日 

  契約期間 ：令和７年１月２７日から同年３月２５日まで 

  根拠法令 ：地公企令第２１条の１３第 1項第２号 

 

【意見等】 

  特になし 
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（２６）病院局 

 

 ①次期病院総合情報システム一式 

 支出科目   ：備品購入費 

契約金額   ：２，４８９，３０４，４００円 

契約年月日  ：令和６年７月２４日 

変更契約年月日：令和７年３月１１日 

契約期間   ：令和６年７月２４日から令和７年５月３１日まで 

根拠法令   ：地公企令第２１条の１３第１項第２号 

 

【意見等】 

 特になし 

 

 ②患者向けスマートフォンアプリ・らくらく会計構築業務一式 

 支出科目   ：備品購入費 

契約金額   ：２４，１９４，５００円 

契約年月日  ：令和６年９月１８日 

変更契約年月日：令和７年３月１１日 

契約期間   ：令和６年９月１８日から令和７年５月３１日まで 

根拠法令   ：地公企令第２１条の１３第１項第２号 

 

【意見等】 

 特になし 

 

 ③物品売買契約（泌尿器科内視鏡手術システム） 

 支出科目 ：医療器械購入費 

契約金額 ：１５，３８９，０００円 

契約年月日：令和６年１２月２４日 

納入期限 ：令和７年３月３１日 

根拠法令 ：地公企令第２１条の１３第１項第８号 

 

【意見等】 

 特になし 
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 ④滞納未収金回収業務 

 支出科目  ：委託料 

契約金額  ：１，２４２，２８２円 

契約年月日 ：令和６年１０月１日 

契約期間  ：令和６年１０月１日から令和７年３月３１日まで 

根拠法令  ：地公企令第２１条の１３第１項第２号 

再委託の有無：なし 

 

【意見等】 

 特になし 

 

（２７）福利厚生課 

 

①採用前健康診断事業 

 支出科目 ：役務費 

契約金額 ：１４，３５９，８６２円 

  契約年月日：令和６年４月１日 

  契約期間 ：令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

  根拠法令 ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

 

【意見等】 

  特になし 

 

（２８）高校教育課 

 

 ①エシカル甲子園２０２４に係る会場・宿泊等に関する業務 

  支出科目  ：委託料 

  契約金額  ：２，５８８，９９４円 

  契約年月日 ：令和６年１２月２５日 

  契約期間  ：令和６年１２月２５日から同月２６日まで 

  根拠法令  ：自治令第１６７条の２第１項第２号 

  再委託の有無：なし 

 

【問題点①】 

法第２３４条第５項は、普通地方公共団体が契約につき契約書を作成する場合におい
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ては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに契約

書に記名押印しなければ契約は確定しない旨を定めている。 

本件委託業務を見るに、契約年月日は令和６年１２月２５日であるが、電子決裁シス

テムに登録された公印使用日は、令和７年３月３１日となっており、契約を確定するこ

となく業務が実施され、契約期間が終了した日から３か月以上経過したのちに、契約書

に押印がなされたことになる。 

この点、担当課からは、契約締結に向け委託内容の協議を行うなど準備を進めていた

が、見積徴取が業務終了後となったほか、契約相手方から届いた書類に誤りがあり、修

正のやり取りを相手方本社（東京）との間で行うのに時間を要してしまったとの説明も

あったが、契約が確定しないまま業務がなされたことは不適正である。 

 

【意見１再掲】 

  契約を確定することなく業務がなされ、業務完了後に契約書を作成し押印していた事

例が認められた。 

今後は、契約書の押印は、業務に着手する日までに行うべきである。 

 

【問題点②】 

  規則第３２条では、随意契約によろうとするときは、契約書案その他見積りに必要な

事項を示して見積書を提出させなければならない旨が、また、自治令第１６７条の１５

第２項では、地方公共団体の職員は、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける

給付の完了を確認するための検査を、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基

づいて行わなければならない旨が定められている。 

  本件委託業務について、担当課は、宿泊者数を１００名に設定した業務仕様書により

見積依頼しているが、見積書は宿泊者数を４４名とし、その他の会場代等と合わせ、２，

５８８，９９４円と積算している。通常であれば、契約締結前に業務仕様書と見積書の

相違に気づき、業務仕様書又は見積書を修正すると思われる。しかしながら、本件契約

においては、いずれの修正も行われず、委託料２，５８８，９９４円で、宿泊者数１０

０名の業務仕様書を添付した契約書が作成された。また一方で、請求書は、４４名分の

宿泊代とその他の会場代等とで、２，５８８，９９４円となっている。 

  この点、担当課からは、実際の宿泊者数は見積書及び請求書のとおりであり、契約金

額及び請求額も実際の宿泊者数に基づき積算されたものに相違ないため、業務の完了確

認を行った。また、業務仕様書の誤りについては、担当者による入力ミス及び決裁過程

での確認不足との説明があった。 

  契約の適正な履行を確保するため、業務仕様書は業務の内容や満たすべき条件を明確

かつ正確に示すべきであり、誤った内容の業務仕様書をもって契約し、そのまま業務の
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完了確認まで行ったことは不適正である。 

 

【意見１３】 

  業務仕様書の作成が適切に行われていない事例が認められた。 

今後は、業務の内容や満たすべき条件を明確かつ正確に示した業務仕様書を作成し、

契約書、業務仕様書に基づき業務の履行確認を行うべきである。 

 

 

第６ まとめ 

随意契約については、今回の行政監査だけでなく、地方自治法第１９９条第１

項に基づく定期監査においても不適正な処理（以下「要確認事項」という。）が認

められており、個別に対応状況の報告を求めている。 

今回の調査でも、監査対象年度の過去５年間における要確認事項の有無につい

て確認を行ったが、万代庁舎以外の機関で１２機関、万代庁舎内の機関では１６

機関から要確認事項があったとの回答があり、いずれの機関も、組織又は担当内

で事案の周知と引継を行い、再発防止を図るとの報告がなされていた。 

このように、個別に対応がなされている一方、今回の個別監査の結果、「第５ 

意見」に記載のとおり２１の契約について新たに不適正な事務処理が確認され、 

１３の意見（重複する内容の意見は除く。）を付す結果となった。個別監査で多

く見られた事案は、次の５項目に大別される。 

 

１  契約書の作成時期 

契約書の押印が業務完了後になされた事案に対し、個別意見を付したものが１５

契約あった。 

また、個別意見の対象とはしなかったものの、契約期間の始期から通常考えられ

る処理日数を超えて契約書を作成しているものも多く見られた。 

「第５ 意見」の中でも述べたように、契約書の作成を要する契約の場合、県と

契約相手方の双方が記名押印しなければ契約は確定せず、効力を発しない。契約書が

ないまま業務が開始されてしまうと、契約相手方の責めに帰すべき問題等が発生した

としても、責任を問うことができないおそれがあり、県に損害を与えることにもなり

かねない。無用なトラブルを避けるためにも、契約書は業務に着手する日までに作成

するべきである。 

   なお、電子決裁については、「電子決裁・文書管理システムを利用した立案及びそ

の他の立案の留意事項について（令和３年３月２６日付け法制第２０４号監察局長通

知）」により電子決裁の原則化が全庁的に周知及び推進されているところである。し

かしながら、万代庁舎以外の機関の一部では、立案する際に電子決裁システムを用い
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ず、今もなお紙媒体で決裁を行っており、実際に公印を使用した日付が決裁書類に正

確に表れていない。電子決裁は、「ペーパーレス化」や「業務の効率化」に資するこ

とはもとより、文書の改ざんを防止し、文書管理を適正に行う上で非常に重要である

ため、全庁的な電子決裁システムの運用を徹底するべきである。 

 

２ 随意契約の適用 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項各号の適用について、業者選定の理由づ

けが適当とは認められない事案に対し、個別意見を付したものが４契約あった。 

競争入札では、入札条件が公表され、入札結果が出るまでの過程で確認が行われ

るため、適法に契約相手方が選定されたか分かる仕組みとなっているが、一方で、随

意契約は手続が比較的簡易であるため、検討や業者選定の過程が曖昧になりやすい。

随意契約を適用することの理由づけや選定過程が不適正であると、恣意的な業者選定

が行われていると対外的に誤解を招くおそれもある。 

なお、今回の対象契約では「２号」の適用が最も多く、全体の約９割を占めてい

た。２号を適用した理由としては、「専門性を有している」というものが多く見られ、

約半数近くがこの理由であった。２号の適用条件は、「その性質又は目的が競争入札

に適しないもの」であり、特定の者しか業務を履行できない場合などが当てはまるが、

今回の結果を見るに、現状、全ての２号の随意契約において相手方が１者に限定され

ているとは言い切れない。 

「第２ 監査のテーマ及び選定理由」でも述べたとおり随意契約はあくまで例外

的な取扱いであるため、一般競争入札が原則であることを十分認識し、契約の方法を

検討するべきである。 

 

３  再委託 

   再委託の承諾に係る手続や検討が十分になされていなかった事案に対し、個別意見

を付したものが３契約あった。 

本県では「委託契約（建設工事関係を除く）における再委託の取扱いについて

（令和３年３月３０日付け管第１５４９号管財課長通知）」により、委託業務の主た

る部分の再委託を禁止しており、再委託が認められている部分についても、合理的な

理由や再委託先の業務履行能力その他必要と認められる事項を事前に審査しなければ

ならないが、これがなされないことにより、十分な能力がない者が業務を行うことや、

県が把握していない第三者に情報が漏洩するなどの危険性がある。 

また、審査が行われているものについても、再委託部分が大半を占める委託契約

については、そもそも契約相手方に履行能力があるか、やむを得ない場合かつ必要最

小限の範囲に限られているかの検討が必要である。 

これらの内容については、過去の契約で承諾されている再委託であっても、改め

て確認するべきである。 
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４  完了検査 

契約の完了検査が十分なされないまま検査を完了していた事案に対し、個別意見

を付したものが３契約あった（問題点の内容が関連する契約も含む。）。 

地方自治法施行令第１６７条の１５第２項により、契約内容の検査は、契約書、

仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行う必要があるが、この検査を怠るこ

とにより、実施されていない業務に支出がなされたり、精算時の計算誤りによる過大

支出が見過ごされたりする可能性があり、県に損害が生じるおそれもある。 

このことを、担当職員一人一人が意識し、履行内容が契約書等に適合しているか

の確認を行うことを徹底するべきである。 

 

５  予定価格の記載 

今回の監査で個別意見の対象とはしなかったが、予定価格と予算額が同額である

という理由から見積徴取伺等の書類上に予定価格の記載がないものが見られた。しか

しながら、記載がないことにより、然るべき手続が執られているか客観的に確認でき

ない上、契約金額が予定価格を超過しても、決裁の過程で発見できないおそれもある。 

適正な予算執行の観点からも、予定価格を設定し書面に記載するとともに、契約

相手方から徴した見積書との比較検討を行うべきである。 

 

６  総括 

今回の行政監査では、対象契約に係る事務手続に関して、合規性、有効性、合理 

性及び効率性の観点から監査を行った。 

 県は、行政サービスの実施主体として、様々な契約を行っているが、これらは地方

自治法をはじめとする法令及び県自らが定めた規則等により、手続や要件が厳格に定

められており、実施主体はこれを遵守しなければならない。 

特に随意契約は、一般競争入札を原則とする自治体契約の例外の一つであり、地

方自治法施行令第１６７条の２第１項及び地方公営企業法施行令第２１条の１３第１

項の各要件の該当性や適用の是非などについて適切な判断が求められている。 

   今回の監査において、多くの機関では適正に事務が処理されていたが、一部の機関

で、以前から指摘されていた不適正な事務処理が複数確認されているため、契約を行

う担当者はもとより、組織として法令等を遵守した事務の執行を望むものである。 

また、不適正な事務処理の発生原因として、制度を正しく理解していない事案も

見られることから、契約制度を所管する機関においては、本県の契約事務が適正に執

行されるよう、指導及び研修の強化を期待する。 

さらに、今回、監査の対象とならなかった機関においても、本報告書の内容を十

分に確認の上、所管する契約について、今一度点検し適時改善を図るなど、内部統制

を実効性のあるものとさせ、今後とも適正な事務の執行を徹底されたい。 


